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図６-１０ 浸水想定区域（新河岸川・柳瀬川・目黒川） 
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④ 雨水流出抑制施設（調整池）の規模 

「埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例 許可申請・届出手引き（以下「手

引き」という。）」により、雨水流出増加行為に対する必要対策量は、次式により算定

します。 

 

 

 

この式において、A、Q、Va、Vb は、それぞれ次の数値を表します。 

 

A  ：宅地等以外の土地で行う雨水流出増加行為をする土地の面積（単位：ha） 

Q  ：雨水流出抑制施設の浸透効果量（単位：m3/s） 

※ 湛水想定区域での浸透効果量は、0m3/s とします。 

Va ：地域別調整容量 Va（単位：m3/ha） 

Vb ：地域別調整容量 Vb（単位：m3/s/ha） 

 

それぞれの値は、次のとおりです。 

 

A  ：2.54ha （約 25,420m2） 

Q  ：計画地周辺は湛水想定区域外であるが、容量の十分な確保のため Q は 

ゼロとする。 

Va ：950 m3/ha 県南ブロック 

 

これより、必要な雨水流出抑制施設（調整池）の規模は、次のとおりです。 

 

V ＝ 2.54×950 － 0 ≒ 2,413 [m３] 

 

（２）車路及び駐車場 

① 構内道路 

構内道路規格は、道路構造令第３種第４級、又は第３種第５級とします。設計速度は

20km/hとします。第３種第４級、及び第３種第５級の幅員構成は、図６－11に示すとお

りです。広域処理施設においては、１車線の場合の有効幅５ｍ以上、２車線の場合の有

効幅７ｍ以上とします。 

また、見学者及び作業員の動線とできる限り交錯しないよう配慮することとし、やむ

を得ず交差する場合には、安全に十分配慮した計画とします。 

 

 

雨水流出抑制施設の容量（V）（単位：m3） 

V ≧ A × Va － ( Q ÷ Vb ) × Va 
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※ 道路構造令の解説と運用（社団法人 日本道路協会、平成27年（2015年）６月）より作成 

図６-１１ 道路幅員構成 
 

② 駐車場 

駐車場は、運転職員用、一般来場者用、障がい者用、大型バス用（施設見学）、組合

用（公用車）分を見込むこととし、概ね40台分（普通車36台、障がい者用２台、大型バ

ス用２台）程度とします。 

 

③ 待機車両動線 

広域処理施設には一般持込車両を含む両市の搬入車両が集中します。特に、繁忙期は

時間当たり120台程度の一般持込車両が集中することが見込まれるため、極力敷地外に

待機車両が発生しないよう構内待機用道路を確保します。 

また、他事例も踏まえながら、一般持込車両の事前予約制度の導入等について検討が

必要です。 

 

（３）緑化面積 

「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」により、敷地面積3,000m２以上の建築を行う場合、

必要となる緑化基準を、表６-１５の算定方法に基づき確保する必要があります。建設予定

地は用途地域が定められていないため、敷地面積の25%を緑化する必要があります。 

平面上で確保できない場合は、建物の屋上・壁面緑化、植樹、駐車場等により必要面積

を確保することとします。 

 

表６-１５ 緑化面積の算定方法 

区域 緑化を必要とする面積 

用途地域が定められている区域 敷地面積 × （1 － 建ぺい率） × 0.5 

その他の区域 敷地面積 × 0.25 

 

広域処理施設における必要面積は、次のとおりです。 

 

必要面積 ＝ 25,420 × 25% ＝ 6,355 [m２]  












































































































